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    ○鳥羽志勢広域連合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行

規則  
平 成 1 9 年 6 月 1 日  
規 則 第 4 号 

改 正    平 成 20 年 4 月 1 日 規 則 第 3 号  

 
 

（趣旨）  
第 1 条  この規則は、鳥羽志勢広域連合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

(平成 19 年鳥羽志勢広域連合条例第 4 号。以下「条例」という。 )の施行に関し必

要な事項を定めるものとする。  
 （職員）  
第 2 条  事務を分掌させるため鳥羽志勢クリーンセンターに次の職員を置くことが  

できる。  
 (1) 所長  
 (2) 管理担当  
 (3) 業務担当  
 （職務）  
第 3 条  所長は、上司の命を受け鳥羽志勢広域連合し尿処理施設（以下「施設」と

いう。）に属する業務を掌理し､事務を遂行する。  
（搬入等の時限）  

第 4 条  施設へし尿及び浄化槽汚泥等（以下「し尿等」という。）を搬入できる日は､

鳥羽志勢広域連合の休日を定める条例（平成 11 年鳥羽志勢広域連合条例第 2 号）

第 1 条第 1 項各号に掲げる日を除く日とする。  
2 施設へし尿等を搬入できる時間は、午前 8 時 30 分から午後４時 30 分までとす

る。ただし、毎週金曜日は午前 8 時 30 分から午後 6 時までとする。  
3 第 1 項の規定にかかわらず、鳥羽志勢広域連合長（以下「広域連合長」という。）

が施設の管理上等により特に必要があると認めるときは､休業日を変更し､又は臨

時に休業日を定めることができる。  
4 公園については、前３項の規定にかかわらず原則時限は定めないものとする。  

（許可申請）  
第 5 条  条例第 5 条の許可を受けようとする者は、搬入許可申請書 (様式第 1 号 )を

広域連合長に提出しなければならない。  
2 広域連合長は、前項の申請書の提出があったときは､その内容を審査し､適当と認

めるときは、搬入許可証 (様式第 2 号 )を交付する。  
3 前項の規定により許可を受けた者は、当該許可証を他人に譲渡し、又は貸与して

はならない。  
（許可の期限）  

第 6 条  前条の許可の期限は、許可の日から 2 年以内とし以降も同様とする。ただ

し、必要と認めたときは、広域連合長はその期限を短縮し、又は条件を付するこ

とができる。  
（許可証の返納）  

第 7 条  搬入者は、次のいずれかに該当するときは、搬入許可証を広域連合長に返

納しなければならない。  
 (1) 搬入許可証の有効期限が過ぎたとき。  
 (2) 搬入許可を取り消されたとき。  

（損害賠償）  
第 8 条  施設を使用する者が、故意又は過失により施設及び設備器具等を損傷し、

又は滅失したときは、広域連合長の定める額を賠償しなければならない。ただし、
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広域連合長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。  
（免責）  

第 9 条  この規則及び条例により処分を受けたことによる損害については、広域連

合長は特別の事由がある場合を除き関係者に対しその責任を負わない。  
（委任）  

第 10 条  この規則に定めるもののほか、施設の運営に関し必要な事項は、広域連合

長が別に定める。  
   附 則 

この規則は、平成 19 年 6 月 1 日から施行する。  
   附 則（平成 20 年 4 月 1 日規則第 3 号）  
 この規則は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。  
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様式第 1 号 (第 5 条関係 )  
 

搬入許可申請書 
年  月  日 

鳥羽志勢広域連合長  様 
住 所 

申請者 

氏 名             印  

 

電 話(     )  －   

   

 鳥羽志勢広域連合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則第５条第１項

の規定により、次のとおり搬入の許可を申請します。 

1 期  間 年  月   日から   年  月  日まで  

2 搬入計画量 日量       ・立方メートル ・キロリットル  

3 排出される場所 

・志摩市（浜島町・大王町・志摩町・阿児町・磯部町）  

・鳥羽市 

・南伊勢町（旧南勢町・旧南島町）  

・（               ）  
（上記のいずれかに○印） 

4 搬入する場所 
・ 鳥羽志勢クリーンセンター 

・ 中継槽（・磯部 ・阿児 ・大王 ・志摩 ・浜島 ・南勢） 
(上記の該当箇所に○印) 

5 運搬車両 
(自動車の登録番号及び最大積載量) 

 登録番号         最大積載量 

（           ）（        ） 

6 添付書類 

 (1) 一般廃棄物許可証の写し 

 (2) 搬入計画量の積算基礎資料 

 (3) その他広域連合長が必要と認める書類 

 (4) 運搬車両写真（下記にはり付けできない場合）  

［運搬車両写真］(前面・側面・後面) 
・はり付けします。  ・別添付します。（左記のいずれかに○印） 

※運搬車両 1 台ごとに作成のこと。 

※法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所又は事業所の所在地を記入すること。 
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様式第 2 号 (第 5 条関係) 

 
搬 入 許 可 証 

 
                                 第      号 
住 所 

 
 

氏 名 
 
 

 年  月  日付けで申請のあつた ・鳥羽志勢広域連合クリーンセンター 
・中継槽（・磯部・阿児・大王・志摩・浜島・南勢） 

への搬入については、次のとおり許可する。 
 

年   月   日 
 
 

鳥羽志勢広域連合長             印 
 
 
 
 

１ 搬入計画量 

 
 
 日 量 
 
  

  
・立方メートル 
 
・キロリットル 

２ 運搬車両 
(自動車の登録番号及び積載量) 

    登録番号         積載量 

３ 許可期間   年  月  日 ～      年  月  日  

４ 条件等 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

 

・ 

 

 

・搬入する地域 
志摩市（浜島町・大王町・志摩町・阿児町・磯部町） 

鳥羽市 

南伊勢町（旧南勢町・旧南島町）  

（               ）  

 


